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標記については、「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」

（平成 13 年３月 28 日老振発第 18 号）、「居宅介護支援費の退院・退所加算（Ⅰ）・

（Ⅱ）に係る様式例の提示について」（平成 21 年３月 13 日老振発 0313001 号）、

「指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に係る

提出書類の取扱いについて」（平成 20 年７月 29 日老振発 0729002 号）におい

てお示ししているところであるが、平成 24 年度介護報酬改定において、別紙の

とおり改正することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機

関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いあたっては遺漏なきよう期さ

れたい。 
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○ 介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年３月28日老振発第18号 厚生労働省老健局振興課長通知）（抄）
（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

１ 本通知の趣旨 １ 本通知の趣旨

介護保険の給付対象事業の実施主体は様々であり、法人等の種類に 介護保険の給付対象事業の実施主体は様々であり、法人等の種類に

よって異なる会計基準が適用され、会計処理が行われていることから、 よって異なる会計基準が適用され、会計処理が行われていることから、

介護保険の給付対象事業に係る会計経理については、法人等の事務負 介護保険の給付対象事業に係る会計経理については、法人等の事務負

担にも配慮し、全ての主体に統一的な方式による会計処理を求めるの 担にも配慮し、全ての主体に統一的な方式による会計処理を求めるの

ではなく、それぞれの法人等に適用される会計基準等を基本としつつ、 ではなく、それぞれの法人等に適用される会計基準等を基本としつつ、

その会計基準等とは別に会計処理の段階で事業毎に区分が必要と想定 その会計基準等とは別に会計処理の段階で事業毎に区分が必要と想定

される科目の按分方法を示し、これに基づく按分を行うことにより、 される科目の按分方法を示し、これに基づく按分を行うことにより、

運営基準を満たすこととするものである。 運営基準を満たすこととするものである。

本通知においては、事業所又は施設単位で経理が区分されることを 本通知においては、事業所又は施設単位で経理が区分されることを

前提としつつ、同一事業者が介護保険の給付対象事業とそれ以外の事 前提としつつ、同一事業者が介護保険の給付対象事業とそれ以外の事

業を行っている場合又は複数の給付対象事業を行っている場合につい 業を行っている場合又は複数の給付対象事業を行っている場合につい

て、それぞれの事業毎に区分が想定される科目及びその按分方法並び て、それぞれの事業毎に区分が想定される科目及びその按分方法並び

に様式についての参考例を示すものである。 に様式についての参考例を示すものである。

なお、本通知で示す按分方法及び様式によりがたい場合には、他の なお、本通知で示す按分方法及び様式によりがたい場合には、他の

合理的な方法によりそれぞれの事業毎に会計が区分され、その状況が 合理的な方法によりそれぞれの事業毎に会計が区分され、その状況が

明らかにされていれば、運営基準を満たすものである。ただし、この 明らかにされていれば、運営基準を満たすものである。ただし、この

場合においても、例えば各種調査において会計の状況について記載を 場合においても、例えば各種調査において会計の状況について記載を

求められた際に適切に対応できるような区分がされていることが必要 求められた際に適切に対応できるような区分がされていることが必要

である。 である。

２ 適用年月日

本通知は、原則平成十二年度からの適用とするが、やむを得ない理

由により同年度の会計を区分できない場合は、平成十三年度からの適

用として差し支えない。

３ 本通知の前提となるそれぞれの会計基準と会計処理方法について ２ 本通知の前提となるそれぞれの会計基準と会計処理方法について

⑴ 福祉系サービス（訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所 ⑴ 福祉系サービス（訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所

生活介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、 生活介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具

福祉用具貸与、指定介護老人福祉施設）については、社会福祉法人 販売、指定介護老人福祉施設、夜間対応型訪問介護、認知症対応型

会計基準又は指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針を基 通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、
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本として各事業所ごとの収支状況等に関する内容を明らかにするこ 地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

ととする。 入所者生活介護、居宅介護支援、介護予防訪問介護、介護予防訪問

入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予

防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予

防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模

多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防

支援）については、社会福祉法人会計基準又は指定介護老人福祉施

設等会計処理等取扱指導指針等を基本として各事業所ごとの収支状

況等に関する内容を明らかにすることとする。

⑵ 医療系サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養 ⑵ 医療系サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養

管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人 管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人

保健施設、指定介護療養型医療施設）については、病院会計準則、 保健施設、指定介護療養型医療施設、介護予防訪問看護、介護予防

介護老人保健施設会計・経理準則及び指定老人訪問看護の会計・指 訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通

定訪問看護の会計・経理準則を基本として各事業所ごとの収支状況 所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護、定期巡回・随

等に関する内容を明らかにすることとする。 時対応型訪問介護看護、複合型サービス）については、病院会計準

則、介護老人保健施設会計・経理準則及び指定老人訪問看護の会計

・指定訪問看護の会計・経理準則等を基本として各事業所ごとの収

支状況等に関する内容を明らかにすることとする。

⑶ ただし、⑴及び⑵の会計基準等とは別の会計基準等の適用を受け ⑶ ただし、⑴及び⑵の会計基準等とは別の会計基準等の適用を受け

る事業主体の場合は、当該会計基準等を基本として各事業所ごとの る事業主体の場合は、当該会計基準等を基本として各事業所ごとの

収支状況等に関する内容を明らかにすることとする。 収支状況等に関する内容を明らかにすることとする。

⑷ 運営基準は、それぞれの法人に適用される会計基準等によって作 ⑷ 運営基準は、それぞれの法人に適用される会計基準等によって作

成された計算書類の数値を介護サービス事業別に算出、表示するこ 成された計算書類の数値を介護サービス事業別に算出、表示するこ

とを求めている。そのための会計処理方法の仕組みは様々なものが とを求めている。そのための会計処理方法の仕組みは様々なものが

考えられるが、法人の会計事務の負担を考慮しつつ、運営基準の求 考えられるが、法人の会計事務の負担を考慮しつつ、運営基準の求

める内容を満たす適切な会計処理方法の例として、次の「会計単位 める内容を満たす適切な会計処理方法の例として、次の「会計単位

分割」、「本支店会計」、「部門補助科目」、「区分表」の各方式を示す。 分割」、「本支店会計」、「部門補助科目」、「区分表」の各方式を示す。

ア 会計単位分割方式 ア 会計単位分割方式

この方法は、施設あるいは事業所の単位（以下「事業拠点」と この方法は、施設あるいは事業所の単位（以下「事業拠点」と

いう。）ごとの介護サービス事業別にあたかも別の法人のように いう。）ごとの介護サービス事業別にあたかも別の法人のように

それぞれ独立した主要簿（仕訳帳及び総勘定元帳）を有するもの それぞれ独立した主要簿（仕訳帳及び総勘定元帳）を有するもの

である。総勘定元帳が事業拠点別となるので収支及び損益に関す である。総勘定元帳が事業拠点別となるので収支及び損益に関す

る計算書類（損益計算書・収支計算書・正味財産増減計算書）も る計算書類（損益計算書・収支計算書・正味財産増減計算書）も

貸借対照表とともに事業拠点別に作成されることとなる。 貸借対照表とともに事業拠点別に作成されることとなる。

なお、この方法においては、他の事業拠点との取引には、収支 なお、この方法においては、他の事業拠点との取引には、収支
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及び損益処理とすること（他会計繰入金収入又は支出）も貸借処 及び損益処理とすること（他会計繰入金収入又は支出）も貸借処

理とすること（他会計貸付金又は借入金）もあるが、その会計処 理とすること（他会計貸付金又は借入金）もあるが、その会計処

理については法人の判断によることとなる。 理については法人の判断によることとなる。

イ 本支店会計方式 イ 本支店会計方式

この方法は、主要簿の一部を事業拠点の単位ごとの介護サービ この方法は、主要簿の一部を事業拠点の単位ごとの介護サービ

ス事業別に分離して会計処理をする。この方法においては、事業 ス事業別に分離して会計処理をする。この方法においては、事業

拠点の単位で収支及び損益に関する計算書類と貸借対照表が作成 拠点の単位で収支及び損益に関する計算書類と貸借対照表が作成

されるが、貸借対照表の資本の部（純資産の部）については分離 されるが、貸借対照表の資本の部（純資産の部）については分離

せず、いわゆる本店区分だけ存在させる。本部あるいは他の事業 せず、いわゆる本店区分だけ存在させる。本部あるいは他の事業

拠点間の取引は、本支店勘定（貸借勘定）で処理をする。 拠点間の取引は、本支店勘定（貸借勘定）で処理をする。

ウ 部門補助科目方式 ウ 部門補助科目方式

この方法は、勘定科目に補助コードを設定し、仕訳時にこの補 この方法は、勘定科目に補助コードを設定し、仕訳時にこの補

助コードを記入することにより、介護サービス事業別の数値が集 助コードを記入することにより、介護サービス事業別の数値が集

計できるようにする方法である。貸借対照表については介護サー 計できるようにする方法である。貸借対照表については介護サー

ビス事業別の区分をしないで、収支及び損益に関する計算書を区 ビス事業別の区分をしないで、収支及び損益に関する計算書を区

分することを目的とする方法である。 分することを目的とする方法である。

エ 区分表方式 エ 区分表方式

この方法は、仕訳時に区分しないで、計算書類の数値をそれぞ この方法は、仕訳時に区分しないで、計算書類の数値をそれぞ

れの科目に応じて按分基準を設け、配分表によって介護サービス れの科目に応じて按分基準を設け、配分表によって介護サービス

事業別の結果表を作成する方法である。これは部門補助科目方式 事業別の結果表を作成する方法である。これは部門補助科目方式

の簡便法であり、科目の一部について補助コードを設けて仕訳時 の簡便法であり、科目の一部について補助コードを設けて仕訳時

に処理することも併用される。 に処理することも併用される。

４・５ （略） ３・４ （略）
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○ 居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について（平成 21 年 3 月 13 日 老振発第 0313001 号 厚生労働省老健局振興課長通知）

（傍線の部分は改正部分）

改 正 前 改 正 後

居宅介護支援費の退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る様式例の提示について 居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について

標記について、今般下記のとおり定めたので御承知の上、管内市町村、関 標記については、「居宅介護支援費の退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る様

係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のない 式例の提示について（平成２１年３月１３日厚生労働省老健局振興課長通知）

ようにされたい。 においてお示ししているところであるが、今般の介護報酬改定を受け、同加算

の算定要件が変更されたこと等に伴い、下記のとおり改めたので御承知の上、

管内市町村、関係団体、関係機関等に周知を図るとともに、その運用について

遺憾のないようにされたい。

なお、当該様式は当該加算の算定を担保するための標準様式例として提示 なお、当概様式は当該加算の算定を担保するための標準様式例として提示す

するものであり、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではな るものであり、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではない

い旨、念のため申し添える。 旨、念のため申し添える。

記 記

・ 退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る様式例（別紙） ・ 退院・退所加算に係る様式例（別紙）
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（別 紙） （別 紙）
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○ 指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に係る提出書類の取扱いについて（平成２０年７月２９日老振発第0729002
号 厚生労働省老健局振興課長通知）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

指定訪問介護事業者及び指定介護予防訪問介護事業者に係る指定の申 指定訪問介護事業者及び指定介護予防訪問介護事業者に係る指定の申

請、変更の届出及び指定更新の申請（以下、「指定等」という。）につ 請、変更の届出及び指定更新の申請（以下、「指定等」という。）につ

いては、介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以下、 いては、介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以下、

「施行規則」という。）第百十四条、第百三十一条、第百四十条の二及 「施行規則」という。）第百十四条、第百三十一条、第百四十条の二及

び第百四十条の十九の規定に基づき必要な事項を記載した申請書又は書 び第百四十条の十九の規定に基づき必要な事項を記載した申請書又は書

類を当該指定等に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出す 類を当該指定等に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事（地方自

ることとなっているが、これらのうちサービス提供責任者の経歴に係る 治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

書類について別紙のとおり整理し、平成二十年八月一日から適用するこ 定都市（以下「指定都市」という。）又は同法第二百五十二条の二十二

ととしたので通知する。また、御了知の上、管内市町村（政令指定都市 第一項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は

を含む。）、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、そ 中核市の市長）に提出することとなっているが、これらのうちサービス

の運用に遺憾のないようにされたい。 提供責任者の経歴に係る書類について別紙のとおり整理し、平成二十四

年四月一日から適用することとしたので通知する。また、御了知の上、

管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、そ

の運用に遺憾のないようにされたい。

別 紙 別 紙

指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所におけるサービ 指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所におけるサービ

ス提供責任者については、「指定居宅サービス及び指定介護予防サービ ス提供責任者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

ス等に関する基準について」（平成十一年九月十七日付け老企第二五号 運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）第五条第二項及び

厚生省老人保健福祉局企画課長通知）において要件が定められ、施行規 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

則第百十四条、第百三十一条、第百四十条の二及び百四十条の十九の規 防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

定に基づきサービス提供責任者の「経歴」に係る書類を提出することと （平成十八年厚生労働省令第三十五号）第五条第二項において、「介護

されてきたところである。しかしながら、サービス提供責任者のうち介 福祉士その他厚生労働大臣が定める者」であることとしており、「その

護等の業務に従事した期間をサービス提供責任者の要件に含んでいない 他厚生労働大臣が定める者」とは、厚生労働省告示第百十八号に掲げる

ものもあることからサービス提供責任者の「経歴」に係る書類について 者であるという要件が定められ、施行規則第百十四条、第百三十一条、

は別表のとおり取り扱って差し支えないものとする。 第百四十条の二及び百四十条の十九の規定に基づきサービス提供責任者

の「経歴」に係る書類を提出することとしている。しかしながら、サー

ビス提供責任者のうち介護等の業務に従事した期間をサービス提供責任

者の要件に含んでいないものもあることからサービス提供責任者の「経

歴」に係る書類については別表のとおり取り扱って差し支えないものと
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する。

別表 別表

サービス提供責任者 「経歴」とみなす書類 サービス提供責任者 「経歴」とみなす書類

介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法（昭 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法（昭

和六十二年法律第三十号）第四十 和六十二年法律第三十号）第四十

二条第二項に規定されている介護 二条第二項に規定されている介護

福祉士登録証の写し 福祉士登録証の写し

施行規則第二十二条の二十三第一 介護保険法施行令（平成十年政令 社会福祉士及び介護福祉士法等の 社会福祉士及び介護福祉士法施行

項に規定する介護職員基礎研修を 第四百十二号。以下「施行令」と 一部を改正する法律（平成十九年 規則（昭和六十二年十二月十五日

修了した者 いう。）第三条に規定されている 法律第百二十五号）附則第二条第 厚生省令第四十九号）第二十四条

証明書の写し 二項の規定により行うことができ 第二項に規定されている書面の写

ることとされた同法第三条の規定 し

による改正後の社会福祉士及び介

護福祉士法（昭和六十二年法律第

三十号）第四十条第二項第五号の

指定を受けた学校又は養成施設に

おいて六月以上介護福祉士として

必要な知識及び技能を習得した者

施行規則第二十二条の二十三第一 施行令第三条に規定されている証 施行規則第二十二条の二十三第一 介護保険法施行令（平成十年政令

項に規定する一級課程の研修を修 明書の写し 項に規定する介護職員基礎研修を 第四百十二号。以下「施行令」と

了した者 修了した者 いう。）第三条に規定されている

証明書の写し

施行規則第二十二条の二十三第一 施行令第三条に規定されている証 施行規則第二十二条の二十三第一 施行令第三条に規定されている証

項に規定する二級課程の研修を修 明書の写し及び三年以上介護等の 項に規定する一級課程の研修を修 明書の写し

了した者 業務に従事期間の分かる書類 了した者

施行規則第二十二条の二十三第一 施行令第三条に規定されている証

項に規定する二級課程の研修を修 明書の写し及び三年以上介護等の

了した者 業務に従事した期間の分かる書類
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